
リコール・改善対策を実施した際の識別についてのお知らせ 

 

リコール・改善対策を実施した際、お車にペイントの塗布等による識別を行っておりましたが、  

令和 8 年(2026 年) 4 月 1 日以降の届出より、以下の通り識別を変更いたします。 

  

当社ＨＰ内のリコール等対象検索で車台番号を入力し検索頂いた結果で表示される“実施済み”を 新た

な識別といたします。（リコール等対象検索 URL：https://www3.kawasaki-motors.com/for_users/kaizen） 

なお、平成 7 年(1995 年) 6 月から令和 8 年 3 月 31 日までに届出した案件も、令和 8 年 4 月 1 日

以降に修理を行った場合は、同様に当社ＨＰ内の検索で表示される“実施済み”を識別といたします。 

 

リコール等対象検索結果による識別表示例：実施済み 

   

 

平成 7 年 6 月 7 日以前に届出を行ったリコール等はＨＰで検索できませんので、令和 8 年 4 月 1 

日以降に修理された場合でも届出通りの方法による識別を行います。 

   

国内販売会 社株式会社カワサキモータースジャパンがお客様サポートを引き継いだ輸入車（ブライト社

が販売した輸入車）で、平成 13 年（2001 年）10 月 31 日以降に届出を行ったリコール等についてもＨＰ

の検索結果を識別といたします。 

 

上記の方法以外でリコール・改善対策の実施の有無をご確認される場合は、下記フリーダイヤルへお問

合せいただくことでご確認いただけます。 

株式会社カワサキモータースジャパンお客様相談室 

    

   


